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"雑"

"報"

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五
九
年
一
一
月
二
九
日
(
木
)
午
後
一
時
半

l
五
時

「
一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
ス
ム
法
学
に
つ
い
て
|
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
法
の
実
定
化
の
歴
史
に
よ
せ
て
」

報
告
者

北海道大学法学部法学会記事

川

浩

=

一

氏

(
北
海
道
大
学
助
教
授
)

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
代
表
的
法
思
想
史
家
A
・

I
-
ア
ル
ノ
は
、
フ
ラ
ン
ス

民
法
典
を
、
自
然
法
論
H
近
代
的
傾
向
と
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
H
伝
統
的
傾
向

と
の
和
解
の
産
物
と
捉
え
た
。
報
告
者
は
、
後
者
を
合
理
主
義
に
懐
疑
的
な

実
証
主
義
の
精
神
と
捉
え
な
お
し
、
こ
れ
を
少
く
と
も
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス

に
ま
で
遡
り
う
る
と
い
う
仮
説
(
こ
れ
自
体
は
ア
ル
ノ
も
指
摘
し
て
い
る
)

に
立
っ
て
、
ア
ル
ノ
が
分
析
を
し
て
い
な
い
、
一
六
世
紀
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
達

に
つ
い
て
、
こ
の
精
神
の
確
認
を
試
み
た
。

ま
ず
、
ポ
テ
ィ
エ
の
宣
誓
論
(
ア
ル
ノ
は
近
代
的
傾
向
に
あ
る
も
の
と
す

る
が
)
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
「
外
面
の
法
廷
」
と
「
良
心
(
内
面
)

の
法
廷
」
と
い
、

2
一
元
論
の
意
義
を
紹
介
し
、
こ
う
し
た
二
元
論
が
中
世
教

会
法
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
神
学
的
背
景

(
破
門
論
、
告
解
の
秘
蹟
)
と
法
学
的
諸
成
果
(
弁
論
主
義
、
行
為
の
諸
状
況
)

に
触
れ
た
。

次
い
で
、
一
六
世
紀
の
A

・
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
の
時
効
論
お
よ
び
そ
の
弟
子

F
-
コ
ナ
ン
の
契
約
論
を
題
材
に
、
「
内
面
の
法
廷
」
と
「
外
面
の
法
廷
」
、

自
然
法
と
実
定
国
法
の
二
元
論
を
論
じ
た
。
そ
の
主
要
な
点
を
挙
げ
れ
ば
、

時
効
に
よ
っ
て
実
定
国
法
上
所
有
者
に
な
る
者
も
自
然
法
上
は
所
有
者
た
り

え
な
い
こ
と
、
時
効
は
訴
訟
の
終
了
と
い
う
「
公
共
の
利
益
」
に
存
在
理
由

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
「
援
用
」
が
「
良
心
の
法
廷
」
と
「
外
面
の
法
廷
」

を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
。
給
付
の
交
換
を
基
礎
に
据
え
た
コ
ナ
ン
の
契

約
観
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
良
心
の
法
廷
」
上
の
義
務
と
「
外
面
の
法
廷
」

上
の
義
務
と
を
分
と
う
と
し
た
ト
マ
ス
以
来
の
伝
統
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
、
こ
の
考
え
は
少
な
く
と
も
今
世
紀
前
半
ま
で
受
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を

論
じ
た
。
さ
ら
に
以
下
の
こ
と
も
論
じ
た
。
こ
う
し
た
義
論
の
背
後
に
は
、

全
知
全
能
の
神
に
対
し
、
人
間
の
知
的
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
し
た
が
っ

て
人
間
の
事
柄
は
常
に
不
確
実
、
不
安
定
な
要
素
が
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ

っ
た
(
人
間
主
義
)
こ
と
。
そ
し
て
、
部
分
的
に
こ
れ
を
克
服
す
る
も
の
と

し
て
、
す
な
わ
ち
確
実
な
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
制
度
、
立

法
、
書
誌
、
問
答
契
約
と
い
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
法
制
度
が
理
解
さ
れ
て
い
た

こ
と
。
ま
た
、
法
学
方
法
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
個
今
人
の
理
性
の
限
界
の

自
覚
か
ら
、
演
鐸
的
方
法
よ
り
は
帰
納
的
方
法
が
取
ら
れ
、
比
較
お
よ
び
歴

史
の
方
法
が
主
流
と
な
り
(
人
文
主
義
)
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
「
書
か

れ
た
理
性
」
と
し
て
の
ロ

l
マ
法
研
究
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
。
政
治
的
に
は
、

政
教
分
離
を
め
ざ
し
た
ポ
リ
テ
ィ
ク
派
に
連
な
る
思
想
で
あ
る
こ
と
。

以
上
の
報
告
の
後
で
、
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
主
と
し
て
問
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報

題
と
な
っ
た
の
は
、
実
定
法
の
生
成
、
ロ
!
?
法
研
究
の
意
義
、
互
酬
性
の

切
断
と
し
て
の
問
答
契
約
お
よ
び
そ
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
公
共
の
利
益
等

で
あ
る
。

な
お
、
ア
ル
チ
ャ
ー
ト
の
時
効
論
に
つ
い
て
は
、
吉
野
情
「
ア
ル
キ
ア
ー

ト
ゥ
ス
(
〉
〉
一
円

55)
の
主
尺
の
境
界
』
時
効
論
か
ら
|
|
一
六
世
紀
か

ら
一
八
世
紀
の
時
効
史
の
一
部
と
し
て
|
|
」
(
日
本
法
学
四
八
巻
一
号
)

お
よ
び
こ
の
論
文
に
つ
い
て
の
報
告
者
の
書
評
(
法
制
史
研
究
三
四
号
)
、

コ
ナ
ン
の
契
約
論
に
つ
い
て
は
、
「
F

・
コ
ナ
ン
の
契
約
理
論
山
」
(
本
誌
三

五
巻
六
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

雑

C
昭
和
五
九
年
一
一
月
一
四
日
(
金
)
午
後
三
時
よ
り

「
総
選
挙
の
考
察
一
九
五
八

i
一
九
八
三
」

報

告

者

川

人

貞

史

氏
(
北
海
道
大
学
助
教
授
)

。
昭
和
六

O
年
一
月
二
四
日
(
木
)
午
後
一
時
半
よ
り

「
政
策
の
転
換
と
官
僚
制
の
対
応

l
公
債
発
行
問
題
と
大
蔵
省
主
計
局
の

行
動
を
素
材
と
し
て

l
」

報
告
者

口

二

郎

氏

(
北
海
道
大
学
助
教
授
)

従
来
日
本
の
政
治
、
行
政
学
に
お
い
て
は
、
日
本
の
官
僚
制
内
部
に
お
け

る
政
策
決
定
過
程
に
関
す
る
実
証
的
研
究
の
蓄
積
が
乏
し
く
、
官
僚
制
の
権

力
に
関
す
る
戦
前
戦
後
連
続
論
、
断
絶
論
と
い
う
二
つ
の
観
念
論
が
実
証
の

山

裏
づ
け
な
し
に
主
張
、
論
争
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
戦
後
宮
僚
制
の

動
態
に
つ
い
て
、
時
期
区
分
と
、
争
点
と
さ
れ
る
政
策
の
性
質
に
よ
っ
て
政

策
決
定
過
程
の
類
型
化
を
図
る
こ
と
が
、
戦
後
官
僚
制
研
究
に
と
っ
て
重
要

で
あ
る
と
い
う
の
が
本
論
の
基
本
的
着
想
で
あ
る
。

政
策
を
分
類
す
る
際
に
は
、
安
定
性
|
適
応
性
、
総
合
性
|
個
別
性
と
い

う
二
つ
の
輸
が
分
類
の
基
準
と
な
る
。
前
者
は
、
政
策
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
、

計
画
性
に
関
す
る
基
準
で
あ
る
。
長
期
的
計
画
性
を
も
ち
、
他
の
具
体
的
政

策
の
準
拠
基
準
と
な
る
よ
う
な
政
策
を
安
定
的
政
策
と
呼
び
、
即
時
的
に
問

題
に
働
き
か
け
る
政
策
を
適
応
的
政
策
と
い
う
。
後
者
は
政
策
の
対
象
と
な

る
範
囲
の
広
さ
の
こ
と
で
、
政
府
の
掲
げ
る
全
政
策
に
関
す
る
も
の
を
包
括

的
政
策
と
よ
び
、
狭
い
特
定
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
を
個
別
的
政
策
と
よ
ぶ
。

こ
の
二
つ
を
組
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
政
策
の
分
類
が
可
能
に
な
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
政
策
ご
と
に
決
定
に
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
は
異
な
り
、
決
定
の
際
の

調
整
の
様
態
も
異
な
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
財
政
政
策
は
総
合
性
が
高
く
、

か
つ
安
定
的
な
政
策
と
い
え
る
。
財
政
政
策
は
他
の
諸
政
策
に
財
源
面
の
裏

付
け
を
与
え
る
も
の
で
、
公
債
に
関
す
る
政
策
は
中
期
的
展
望
を
必
要
と
す

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
検
討
過
程
に
お
い
て
は
官
僚
制
が
主
要

な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
。

次
に
戦
後
官
僚
制
に
お
け
る
時
期
区
分
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四

0

年
代
前
半
を
一
つ
の
転
換
期
と
し
て
捕
え
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え

る
ο

こ
の
時
期
に
は
高
度
成
長
の
結
果
配
分
す
べ
き
資
源
の
余
裕
が
大
き
く

な
り
、
ま
た
日
本
の
経
済
構
造
が
輸
出
主
導
型
に
大
き
く
変
化
し
た
。
い
わ

ば
官
僚
制
に
よ
る
計
画
的
な
資
源
配
分
か
ら
、
多
元
的
政
治
過
程
の
中
で
の

相
互
調
節
的
な
資
源
配
分
へ
と
い
う
変
化
の
条
件
が
こ
の
時
期
に
整
っ
た
の

北j去36(3・554)1218 



で
あ
る
。
公
債
発
行
に
伴
う
政
策
転
換
の
過
程
は
、
大
蔵
省
主
計
局
が
こ
の

変
化
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
を
見
る
た
め
の
極
め
て
興
味
深
い
素
材
で

あ
る
。細

か
い
決
定
過
程
の
内
容
の
紹
介
は
省
略
す
る
が
、
制
度
の
設
計
の
過
程

は
す
べ
て
主
計
局
の
官
僚
が
担
い
そ
こ
に
戦
後
の
大
蔵
官
僚
の
典
型
的
な
思

考
様
式
、
行
動
様
式
が
現
わ
れ
て
い
る
。
政
治
家
は
公
債
政
策
の
象
徴
的
側

面
に
影
響
を
与
え
た
。
た
だ
し
そ
の
象
徴
は
ま
っ
た
く
無
力
だ
っ
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
公
債
発
行
を
機
に
予
算
配
分
に
お
い
て
、
生
活
、
福
祉
と

い
う
価
値
が
占
め
る
シ
ェ
ア
が
徐
々
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
本
報
告
の
も
と
に
な
っ
た
論
文
は
『
国
家
学
会
雑
誌
』
に
掲
載
中
な

の
方
、
詳
し
く
は
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
八
巻
一
・
一
一
号
、
七
・
八
号
、
九
・

十
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

北海道大学法学部法学会記事
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